
資料１

　

所管部署
業務室業務開発部業務開発課

FA：Marketing

契約主体 公益財団法人東京2025世界陸上財団

契約方法 特別契約（特命随意契約）

内　　容

〇スポンサーシップ（企業協賛）を通じて、世界陸上の収入確保を図るた
め、スポンサーシップ権を販売する。

〇スポンサー契約については、原則、一般競争入札の方法より事業者を選定
するが、本カテゴリーについては、昨年12月に締結したカテゴリーリリース
契約において、「ＷＡのメディアパートナーであり、日本国内における本大
会の公式放送局であるＴＢＳにのみ付与できる」旨が規定されていることか
ら、スポンサー契約規則に基づき、特別契約により契約締結する。

〇協賛基準額(予定価格)は、一般競争入札における東京2025プリンシパルサ
ポーターと同様の金額とする。

【カテゴリーの対象となる製品／サービス】
　放送・エンゲージメントサービス

【供給優先権によって発生する調達（予定）】
〇ブロードキャストサービス関連業務
〇コアグラフィック開発及びガイドライン作成
〇マスコット開発(デザイン開発及び着ぐるみ製作等)
〇テレビ放映及びその他のプラットフォームを通じたLOCの気運醸成事業
　（SDGｓ、こども啓発を含む。ニュース以外の番組でも紹介）

【契約期間】
　契約締結日から令和７年12月21日まで

【協賛基準額（予定価格）】
　３００，０００，０００円（税抜）

入札・契約手続き等確認結果

　別紙のとおり

東京2025世界陸上公式プリンシパルサポータースポンサー
シップ契約（放送・エンゲージメントサービス）

区分 その他

件名

案　件　概　要

共　　　通 契約締結前付議理由

付議基準 収入案件（スポンサー契約関係）



スポンサー契約に向けた手続き・スケジュール

○ スポンサー契約について、以下の手続を経て、適正に審査を実施

別紙

契約・調達委員会（契約手続前）
契約・調達管理会議（契約手続前）

契約・調達委員会（契約締結前）
契約・調達管理会議（契約締結前）

財団理事会

申込書受付・見積書徴取（5/16-6/6）

＜ 5/10 ＞

＜ 5/15 ＞

＜ 6/7＞
＜ 6/7＞

＜ 6月10日＞

WA承認 ＜ 〜理事会までの間＞



スポンサー契約について世陸財団が審査した事項
契約・調達管理会議に先立ち、世陸財団で以下の事項について審査し、当該契約候補者（スポンサー候補者）と契約することを了承

審査事項 審査した内容 審査日 審査（確認）者

見積参加資格等
に関する事項

■契約候補者（スポンサー候補者）について以下の点を審査
・拠点を日本国内に有する企業、団体等であること
・特別契約説明書の１（４）記載（※）の製品又はサービスを
事業内容としていること

・入札説明書に記載する欠格事由に該当していないこと

（※）カテゴリーに含まれる製品／サービス
放送・エンゲージメントサービス

5/10

契約・調達委員会
（事務次長、総務部長、企画部長、
財務部長、業務開発部長、原澤弁
護士、黒石公認会計士）

利益相反に関す
る事項

■当財団の役職員における利益相反行為の対象となる取引相手と
なる者が契約候補者（スポンサー候補者）にいないこと 5/10 業務開発部長

見積経過等に関
する事項

■契約候補者（スポンサー候補者）の見積価格を確認し、協賛基
準額を上回る価格であったこと

6/7
契約・調達委員会
（事務次長、総務部長、企画部長、
財務部長、業務開発部長、原澤弁
護士、黒石公認会計士）

見積参加資格要件を審査



収入案件　個別確認表（契約締結前）

案件名 東京2025世界陸上公式プリンシパルサポータースポンサーシップ契約（放送・エンゲージメントサービス）
契約方式 特別契約（特命随意契約）

確認内容 備　考
契約候補者に関する事項

見積参加資格を満たしている
こと

●財団にて、以下について適切な確認が行われたことを確認した。

　　・拠点を日本国内に有する企業、団体等である
　　・公募を行った製品/サービスカテゴリーを事業内容としている

欠格事由に該当しないこと

●財団にて、以下について適切な確認が行われたことを確認した。

　　・破産手続、民事再生手続、会社更生手続等の申立てを受けた者でない
　　・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者でない
　　・大会のイメージが損なわれるおそれがあるなど、スポンサーとなることが適当でないと認められる者でない

利益相反に関する事項

利害関係がないこと
●財団にて、以下について適切な確認が行われたことを確認した。

　　・当契約の意思決定に関与する財団の役職員に、契約候補者と利害関係を有する者がいない

確認の視点


